
項　目 一　般　貸　付 恩給担保貸付 記名国債担保貸付
小規模事業者 経営改善貸付 教　　　　育　　　　資　　　　金　　　　貸　　　　付

小規模事業者
経営改善資金

小規模事業者経
営発達支援資金 教 育 資 金 一 般 貸 付 教育積立郵便貯�

金預金者貸付
年　金　教　育�
資　金　貸　付

貸
　
　
　
　
　
　
付
　
　
　
　
　
　
対
　
　
　
　
　
　
象

事業を営むもの 「株式会社日本政策金融公庫が行
う恩給担保金融に関する法律」に
定める恩給等の受給者であって，
恩給担保貸付を現在利用していな
いもの

ただし共済年金や厚生年金（共済
組合が支給する厚生年金に限る。）
を受けている場合，以下に該当し
ないもの

・生活保護受給中
・恩給担保貸付を利用中に生活保
護を受給し，生活保護廃止後５年
経過していない

国債の記名者であって，事業資金を必要と
するもの

常時使用する従業員
が20人以下（商業・
サービス業（宿泊業
及び娯楽業を除く）
の場合５人以下）の
もので，商工会議所
会頭，商工会会長又
は都道府県商工会連
合会会長の推薦を受
けたもの

常時使用する従業員
が20人以下（商業・
サービス業（宿泊業
及び娯楽業を除く）
の場合５人以下）の
もので，経営発達支
援計画の認定を受け
た商工会議所・商工
会から事業計画の策
定・実施の支援を受
け，持続的発展に取
り組むもの

学校教育法に定める高等学校，高等専門学校，短期大学又は大学
その他これらに準ずる教育施設として政令で定めるものにおいて
行われる教育を受ける者又はその者の親族（以下「教育を受ける
者等」という）であって，次のいずれかに該当するもの
１�．借入申込日の属する年の前年１年間の世帯の収入金額（事業
を営む者にあっては，所得金額）が子供の人数に応じて次表の
金額以内の者

２�．収入金額が990万円（事業を営む者にあっては，所得金額が
770万円）以内であって，次のいずれかの特例要件に該当する
者
　ア�　勤続年数（事業を営む者にあっては営業年数）が３年未満
であること

　イ�　借入申込日以降１年間の借入金返済額（利息の支払分を含
む。）の借入申込日の属する年の前年１年間の教育を受ける
者等の収入の金額（事業を営む者にあっては，所得金額）に
対する割合が100分の30を超えていること

　ウ　居住年数が１年未満であること
　エ�　教育を受ける者等又はその配偶者が，収入を得るために教
育を受ける者等又はその配偶者のいずれかの住居を移転し，
別居を常況とすること

　オ�　教育を受ける者等又はその親族が介護保険法第７条第３項
に規定する要介護者又は同条第４項に規定する要支援者で
あって，当該者の介護に関する費用を当該教育を受ける者等
又はその配偶者が負担していること

　カ�　教育を受ける者等が，災害対策基本法第２条第１項に規定
する災害であって公庫が別に定めるものにより，次のいずれ
かの状況になっていること（東日本大震災においては，東日
本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する
法律第２条第３項に定める特定被災区域のうち岩手県，宮城
県又は福島県内に居住している者又は被災時に居住していた
者に，平成28年熊本地震においては，熊本県の区域内に居住
している者又は被災時に居住していた者に限る。）

　　ア�　住居が，全壊，流失，半壊，床上浸水
　　　�　その他これらに準ずる被害を受けた旨の証明を市町村長

その他相当な機関から受けていること
　　イ�　居住地又は被災時の居住地が次のいずれかの対象地域と

なっていること
　　　ａ�　災害対策基本法に規定する避難のための立退き勧告又

は立退き指示
　　　ｂ�　災害対策基本法に規定する立入り制限，立入り禁止又

は退去命令
　　　ｃ　前ａ又はｂに準ずるものとして公庫が別に定めるもの
　キ�　公庫が実施する新型コロナウイルス感染症特別貸付の取扱
期間終了日までにおいて，新型コロナウイルス感染症の影響
を受けて，令和２年１月29日以降の任意の1ヵ月間の世帯収
入（事業を営む者にあっては売上高）又は世帯所得が，前年
又は前々年の同期と比較して減少していること

　ク�　教育を受ける者が，教育を受けるために住居を移転し，親
族との別居を常況とすること

　ケ�　教育を受ける者等が，外国の教育施設（株式会社日本政策
金融公庫法施行令第５条第９号に規定する外国の教育施設を
いう。）において行われる教育を受けるために必要な資金を
利用すること

学校教育法に定める高等
学校，高等専門学校，短
期大学又は大学その他こ
れらに準ずる教育施設と
して政令で定めるものに
おいて行われる教育を受
ける者又はその者の親族
で，教育積立郵便貯金の
預金者で独立行政法人郵
便貯金・簡易生命保険管
理機構のあっせんを受け
られたもの

学校教育法に定める高等
学校，高等専門学校，短
期大学又は大学その他こ
れらに準ずる教育施設と
して政令で定めるものに
おいて行われる教育を受
ける者又はその者の親族
で，厚生年金保険又は国
民年金（第２号被保険者
を除く）の加入期間が10
年以上の被保険者で，独
立行政法人福祉医療機構
のあっせんを受けたもの
（所得制限は教育資金一
般貸付に同じ）

（７）現　　　行　　　貸
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項　目 一　般　貸　付 恩給担保貸付 記名国債担保貸付
小規模事業者 経営改善貸付 教　　　　育　　　　資　　　　金　　　　貸　　　　付

小規模事業者
経営改善資金

小規模事業者経
営発達支援資金 教 育 資 金 一 般 貸 付 教育積立郵便貯�

金預金者貸付
年　金　教　育�
資　金　貸　付

貸
　
　
　
　
　
　
付
　
　
　
　
　
　
対
　
　
　
　
　
　
象

事業を営むもの 「株式会社日本政策金融公庫が行
う恩給担保金融に関する法律」に
定める恩給等の受給者であって，
恩給担保貸付を現在利用していな
いもの

ただし共済年金や厚生年金（共済
組合が支給する厚生年金に限る。）
を受けている場合，以下に該当し
ないもの

・生活保護受給中
・恩給担保貸付を利用中に生活保
護を受給し，生活保護廃止後５年
経過していない

国債の記名者であって，事業資金を必要と
するもの

常時使用する従業員
が20人以下（商業・
サービス業（宿泊業
及び娯楽業を除く）
の場合５人以下）の
もので，商工会議所
会頭，商工会会長又
は都道府県商工会連
合会会長の推薦を受
けたもの

常時使用する従業員
が20人以下（商業・
サービス業（宿泊業
及び娯楽業を除く）
の場合５人以下）の
もので，経営発達支
援計画の認定を受け
た商工会議所・商工
会から事業計画の策
定・実施の支援を受
け，持続的発展に取
り組むもの

学校教育法に定める高等学校，高等専門学校，短期大学又は大学
その他これらに準ずる教育施設として政令で定めるものにおいて
行われる教育を受ける者又はその者の親族（以下「教育を受ける
者等」という）であって，次のいずれかに該当するもの
１�．借入申込日の属する年の前年１年間の世帯の収入金額（事業
を営む者にあっては，所得金額）が子供の人数に応じて次表の
金額以内の者

２�．収入金額が990万円（事業を営む者にあっては，所得金額が
770万円）以内であって，次のいずれかの特例要件に該当する
者
　ア�　勤続年数（事業を営む者にあっては営業年数）が３年未満
であること

　イ�　借入申込日以降１年間の借入金返済額（利息の支払分を含
む。）の借入申込日の属する年の前年１年間の教育を受ける
者等の収入の金額（事業を営む者にあっては，所得金額）に
対する割合が100分の30を超えていること

　ウ　居住年数が１年未満であること
　エ�　教育を受ける者等又はその配偶者が，収入を得るために教
育を受ける者等又はその配偶者のいずれかの住居を移転し，
別居を常況とすること

　オ�　教育を受ける者等又はその親族が介護保険法第７条第３項
に規定する要介護者又は同条第４項に規定する要支援者で
あって，当該者の介護に関する費用を当該教育を受ける者等
又はその配偶者が負担していること

　カ�　教育を受ける者等が，災害対策基本法第２条第１項に規定
する災害であって公庫が別に定めるものにより，次のいずれ
かの状況になっていること（東日本大震災においては，東日
本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する
法律第２条第３項に定める特定被災区域のうち岩手県，宮城
県又は福島県内に居住している者又は被災時に居住していた
者に，平成28年熊本地震においては，熊本県の区域内に居住
している者又は被災時に居住していた者に限る。）

　　ア�　住居が，全壊，流失，半壊，床上浸水
　　　�　その他これらに準ずる被害を受けた旨の証明を市町村長

その他相当な機関から受けていること
　　イ�　居住地又は被災時の居住地が次のいずれかの対象地域と

なっていること
　　　ａ�　災害対策基本法に規定する避難のための立退き勧告又

は立退き指示
　　　ｂ�　災害対策基本法に規定する立入り制限，立入り禁止又

は退去命令
　　　ｃ　前ａ又はｂに準ずるものとして公庫が別に定めるもの
　キ�　公庫が実施する新型コロナウイルス感染症特別貸付の取扱
期間終了日までにおいて，新型コロナウイルス感染症の影響
を受けて，令和２年１月29日以降の任意の1ヵ月間の世帯収
入（事業を営む者にあっては売上高）又は世帯所得が，前年
又は前々年の同期と比較して減少していること

　ク�　教育を受ける者が，教育を受けるために住居を移転し，親
族との別居を常況とすること

　ケ�　教育を受ける者等が，外国の教育施設（株式会社日本政策
金融公庫法施行令第５条第９号に規定する外国の教育施設を
いう。）において行われる教育を受けるために必要な資金を
利用すること

学校教育法に定める高等
学校，高等専門学校，短
期大学又は大学その他こ
れらに準ずる教育施設と
して政令で定めるものに
おいて行われる教育を受
ける者又はその者の親族
で，教育積立郵便貯金の
預金者で独立行政法人郵
便貯金・簡易生命保険管
理機構のあっせんを受け
られたもの

学校教育法に定める高等
学校，高等専門学校，短
期大学又は大学その他こ
れらに準ずる教育施設と
して政令で定めるものに
おいて行われる教育を受
ける者又はその者の親族
で，厚生年金保険又は国
民年金（第２号被保険者
を除く）の加入期間が10
年以上の被保険者で，独
立行政法人福祉医療機構
のあっせんを受けたもの
（所得制限は教育資金一
般貸付に同じ）

付　　　条　　　件（令和２年12月31日現在）

教育を受ける者等の
扶養する子等の数

収入金額（所得金額）

０人又は１人 790万円（590万円）以内

２人 890万円（680万円）以内

３人 990万円（770万円）以内

４人以上
「３人」の金額に４人目以降，扶養する子等の数
１人当たり100万円ずつ加算した金額以内
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項　目 一　般　貸　付 恩給担保貸付 記名国債担保貸付
小規模事業者 経営改善貸付 教　　　　育　　　　資　　　　金　　　　貸　　　　付

小規模事業者
経営改善資金

小規模事業者経
営発達支援資金 教 育 資 金 一 般 貸 付 教育積立郵便貯�

金預金者貸付
年　金　教　育�
資　金　貸　付

貸
　
　
　
　
　
　
付
　
　
　
　
　
　
条
　
　
　
　
　
　
件

限
　
　
　
　
度
　
　
　
　
額

4, 800万円以内（代理店扱
2, 400万円以内）但し，特
定設備資金にあっては
7, 200万円以内

恩給や災害補償年金を担保とする
場合は年額の３年分以内かつ１人
につき250万円以内

共済年金や厚生年金（共済組合が
支給する厚生年金に限る。）を担
保とする場合は年額の1. 4年分
（注）以内かつ１人につき250万円
以内（ただし，生活資金は100万
円以内）

（注�）担保とする年金の年額によ
る上限は，平成25年１月から
令和４年1月まで毎年0. 2年分
ずつ段階的に引き下げを実施

特別給付金国庫債券
� 10万円以内
第４回　〃� 20万円以内
第10回　〃� 111. 4万円以内
第13回　〃� 3. 9万円以内
第17回　〃� 167. 1万円以内
第21回　〃� 79万円以内
第22回　〃� 185. 6万円以内
第24回　〃� 79万円以内
第26回　〃� 79万円以内
第27回　〃� 185. 6万円以内
第28回　〃� 期限未到来賦札
　　　　　� 金額の98～99％
　　　　　� 以内　　　　　
引揚者特別交付金国庫債券
　　　　　� 期限未到来賦札
　　　　　� 金額の97～99％
　　　　　� 以内　　　　　
� かつ15万円以内
第10回特別弔慰金国庫債券
　　　　　　� 19. 7万円以内

2, 000万円以内 7, 200万円（うち運
転資金4, 800万円）

１学生・生徒当たり350万円以内
ただし，次のいずれかの特例要件に該当する場合の限度額は，
100万円を加えた額とする。

　ア�　教育を受ける者が，教育を受けるために住居を移転し，親
族と別居を常況としている場合

　イ�　学校教育法による大学（就業期間が５年以上の過程。夜間
授業を行う学部を除く。）において行われる教育を受けるた
めに必要な資金を利用する場合

　ウ�　学校教育法による大学院において行われる教育を受けるた
めに必要な資金を利用する場合

　エ�　外国の教育施設において行われる教育を外国において受け
るために必要な場合

教育積立郵便貯金の現在
高とする。ただし，１学
生・生徒当たり200万円
以内

厚生年金保険の被保険者
については１学生・生徒
当たり100万円，国民年
金の被保険者については
１学生・生徒当たり50万
円とする。ただし同一学
生・生徒当たり100万円
以内

期
　
　
　
　
間

運転　７年以内
設備　10年以内
（特定設備資金　20年以内）

４年以内 貸付日から担保に徴した国債の最終償還日
までの期間以内

運転　７年以内
設備　10年以内

運転　８年以内
設備　20年以内

15年以内
（交通遺児家庭，母子家庭父子家庭，特定被災者（注１），年収
200万円以下世帯，教育を受ける者等の扶養する子等の数が３人
以上の者であって年収500万円以下世帯又は新型コロナ減収世帯
（注２）については18年以内）
（注１）貸付対象２．カの状況になっているものをいう
（注２）貸付対象２．キの状況になっているものをいう

10年以内
（交通遺児家庭，母子家
庭父子家庭，特定被災者
（注），年収200万円以下
世帯又は教育を受ける者
等の扶養する子等の数が
３人以上の者であって年
収500万円以下世帯につ
いては11年以内）
（注�）貸付対象２．カの状
況になっているもの
をいう

10年以内
（交通遺児家庭，母子家
庭父子家庭，特定被災者
（注），年収200万円以下
世帯又は教育を受ける者
等の扶養する子等の数が
３人以上の者であって年
収500万円以下世帯につ
いては11年以内）
（注�）貸付対象２．カの状
況になっているもの
をいう

利
　
　
率

年利1. 86％ 恩給や災害補償年金を担保とする
場合年利0. 46％
共済年金や厚生年金（共済組合が
支給する厚生年金に限る。）を担
保とする場合年利1. 66％

年利0. 46％ 年利1. 21％ 年利1. 46％ 年利1. 68％
（母子家庭父子家庭，特定被災者（注），年収200万円以下世帯又
は教育を受ける者等の扶養する子等の数が３人以上の者であって
年収500万円以下世帯については年利1. 28％）
（注�）貸付対象２．カの状況になっているものをいう（一部の災
害に限る）

同　左 同　左

償
還
方
法

割賦または一時払
据置期間
運転　６カ月以内
（特に必要な場合１年以内）
設備　２年以内

原則として担保に供された恩給等
の支給金を弁済に充当

担保国債の償還金を弁済に充当 元金均等の月賦払
据置期間
運転資金　１年以内
設備資金　２年以内

割賦または一時払
据置期間
２年以内
（従業員数５人以下
の場合は，３年以内）

元利均等割賦返済（なお，ボーナス時の増額返済も可能）
据置期間は在学期間以内（貸付期間に含まれる｡）

同　左 同　左

保
証
人

個人：不要
法人：一部の貸付は不要

不　要 不　要 不　要 個人：不要
法人：一部の貸付は
不要

（公財）教育資金融資保証基金又は進学者・在学者の４親等以内
の親族（進学者・在学者の配偶者を除く）

同　左 同　左

担
　
保

債権保全上必要と認められ
る場合には担保を徴求する

恩給等の受給権 国　債 不　要 債権保全上必要と認
められる場合には担
保を徴求する

－ 同　左 同　左

取
扱

場
所

支店，代理店 支店，代理店 支店（但し，申込は市区町村または福祉事
務所，地方事務所）

商工会議所又は商工
会，支店

支店 支店，代理店 ゆうちょ銀行または郵便
局（簡易郵便局を除く）
（機構による申込あっせ
ん業務は，平成28年９月
30日をもって終了）

独立行政法人福祉医療機
構（機構による申込あっ
せん業務は，平成29年３
月31日をもって終了）

（７）現　　　行　　　貸

（注）利率については，貸付期間５年以内の利率を示している。

84 国　　　民



項　目 一　般　貸　付 恩給担保貸付 記名国債担保貸付
小規模事業者 経営改善貸付 教　　　　育　　　　資　　　　金　　　　貸　　　　付

小規模事業者
経営改善資金

小規模事業者経
営発達支援資金 教 育 資 金 一 般 貸 付 教育積立郵便貯�

金預金者貸付
年　金　教　育�
資　金　貸　付

貸
　
　
　
　
　
　
付
　
　
　
　
　
　
条
　
　
　
　
　
　
件

限
　
　
　
　
度
　
　
　
　
額

4, 800万円以内（代理店扱
2, 400万円以内）但し，特
定設備資金にあっては
7, 200万円以内

恩給や災害補償年金を担保とする
場合は年額の３年分以内かつ１人
につき250万円以内

共済年金や厚生年金（共済組合が
支給する厚生年金に限る。）を担
保とする場合は年額の1. 4年分
（注）以内かつ１人につき250万円
以内（ただし，生活資金は100万
円以内）

（注�）担保とする年金の年額によ
る上限は，平成25年１月から
令和４年1月まで毎年0. 2年分
ずつ段階的に引き下げを実施

特別給付金国庫債券
� 10万円以内
第４回　〃� 20万円以内
第10回　〃� 111. 4万円以内
第13回　〃� 3. 9万円以内
第17回　〃� 167. 1万円以内
第21回　〃� 79万円以内
第22回　〃� 185. 6万円以内
第24回　〃� 79万円以内
第26回　〃� 79万円以内
第27回　〃� 185. 6万円以内
第28回　〃� 期限未到来賦札
　　　　　� 金額の98～99％
　　　　　� 以内　　　　　
引揚者特別交付金国庫債券
　　　　　� 期限未到来賦札
　　　　　� 金額の97～99％
　　　　　� 以内　　　　　
� かつ15万円以内
第10回特別弔慰金国庫債券
　　　　　　� 19. 7万円以内

2, 000万円以内 7, 200万円（うち運
転資金4, 800万円）

１学生・生徒当たり350万円以内
ただし，次のいずれかの特例要件に該当する場合の限度額は，
100万円を加えた額とする。

　ア�　教育を受ける者が，教育を受けるために住居を移転し，親
族と別居を常況としている場合

　イ�　学校教育法による大学（就業期間が５年以上の過程。夜間
授業を行う学部を除く。）において行われる教育を受けるた
めに必要な資金を利用する場合

　ウ�　学校教育法による大学院において行われる教育を受けるた
めに必要な資金を利用する場合

　エ�　外国の教育施設において行われる教育を外国において受け
るために必要な場合

教育積立郵便貯金の現在
高とする。ただし，１学
生・生徒当たり200万円
以内

厚生年金保険の被保険者
については１学生・生徒
当たり100万円，国民年
金の被保険者については
１学生・生徒当たり50万
円とする。ただし同一学
生・生徒当たり100万円
以内

期
　
　
　
　
間

運転　７年以内
設備　10年以内
（特定設備資金　20年以内）

４年以内 貸付日から担保に徴した国債の最終償還日
までの期間以内

運転　７年以内
設備　10年以内

運転　８年以内
設備　20年以内

15年以内
（交通遺児家庭，母子家庭父子家庭，特定被災者（注１），年収
200万円以下世帯，教育を受ける者等の扶養する子等の数が３人
以上の者であって年収500万円以下世帯又は新型コロナ減収世帯
（注２）については18年以内）
（注１）貸付対象２．カの状況になっているものをいう
（注２）貸付対象２．キの状況になっているものをいう

10年以内
（交通遺児家庭，母子家
庭父子家庭，特定被災者
（注），年収200万円以下
世帯又は教育を受ける者
等の扶養する子等の数が
３人以上の者であって年
収500万円以下世帯につ
いては11年以内）
（注�）貸付対象２．カの状
況になっているもの
をいう

10年以内
（交通遺児家庭，母子家
庭父子家庭，特定被災者
（注），年収200万円以下
世帯又は教育を受ける者
等の扶養する子等の数が
３人以上の者であって年
収500万円以下世帯につ
いては11年以内）
（注�）貸付対象２．カの状
況になっているもの
をいう

利
　
　
率

年利1. 86％ 恩給や災害補償年金を担保とする
場合年利0. 46％
共済年金や厚生年金（共済組合が
支給する厚生年金に限る。）を担
保とする場合年利1. 66％

年利0. 46％ 年利1. 21％ 年利1. 46％ 年利1. 68％
（母子家庭父子家庭，特定被災者（注），年収200万円以下世帯又
は教育を受ける者等の扶養する子等の数が３人以上の者であって
年収500万円以下世帯については年利1. 28％）
（注�）貸付対象２．カの状況になっているものをいう（一部の災
害に限る）

同　左 同　左

償
還
方
法

割賦または一時払
据置期間
運転　６カ月以内
（特に必要な場合１年以内）
設備　２年以内

原則として担保に供された恩給等
の支給金を弁済に充当

担保国債の償還金を弁済に充当 元金均等の月賦払
据置期間
運転資金　１年以内
設備資金　２年以内

割賦または一時払
据置期間
２年以内
（従業員数５人以下
の場合は，３年以内）

元利均等割賦返済（なお，ボーナス時の増額返済も可能）
据置期間は在学期間以内（貸付期間に含まれる｡）

同　左 同　左

保
証
人

個人：不要
法人：一部の貸付は不要

不　要 不　要 不　要 個人：不要
法人：一部の貸付は
不要

（公財）教育資金融資保証基金又は進学者・在学者の４親等以内
の親族（進学者・在学者の配偶者を除く）

同　左 同　左

担
　
保

債権保全上必要と認められ
る場合には担保を徴求する

恩給等の受給権 国　債 不　要 債権保全上必要と認
められる場合には担
保を徴求する

－ 同　左 同　左

取
扱

場
所

支店，代理店 支店，代理店 支店（但し，申込は市区町村または福祉事
務所，地方事務所）

商工会議所又は商工
会，支店

支店 支店，代理店 ゆうちょ銀行または郵便
局（簡易郵便局を除く）
（機構による申込あっせ
ん業務は，平成28年９月
30日をもって終了）

独立行政法人福祉医療機
構（機構による申込あっ
せん業務は，平成29年３
月31日をもって終了）

付　　　条　　　件（令和２年12月31日現在）（続）
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